
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

⑴　農地の貸付け等の意向
　貸付け等の意向が確認された農地は、１０筆、１２，００１㎡となっている。
⑵　農地中間管理機構の活用方針
　地区全体を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかかわら
ず、原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、新た
な受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付けを進めていく。
⑶　鳥獣被害防止対策の取組方針
　集落戦略等を活用し、侵入防止柵や檻の設置状況、放置果樹や目撃・被害発生場所等を再確認し、地区を主
体とした被害防止対策の構築に取り組む。
⑷　災害対策への取組方針
　被災状況等を即時に把握できるような連絡体制を構築する。
⑸　中山間地域等直接支払交付金等の各種補助事業を活用し、農地の基盤整備に取組み、農業の生産効率の
向上を図る。
⑹　水路清掃や畦の草刈等などの、農作業の省力化を図るための新たな取組を検討する。
⑺　米以外の収益性の高い園芸作物の生産、特産加工に向けた取組を図る。
⑻　経営の研修会を実施し、儲かる農業への取組を図る。

⑴　当地区の７５歳以上の農業者の耕作面積等は上記のとおりであるが、６５歳以上の農業者の状況を見ると、
耕作面積は８５．８haで、うち後継者未定の農業者の耕作面積は６７．６haとなっている。
　後継者未定の農地が地区内の耕地面積の３８％を占めることとなり、中心経営体が今後、引き受ける意向のあ
る耕作面積と差し引きすると、６１．１ha程の農地が数年後には耕作者未定により荒廃してしまう可能性があるこ
とが推察される。
　鳥獣被害等も年々深刻化する状況で、今後更に耕作放棄地等が増加することが危惧されることから、新たな農
地の受け手の確保が急務である。
⑵　農地の水利・日照・排水等の生産条件の悪さが中心経営体の規模拡大を阻害する要因となっている為、農
地の生産条件の改善が急務である。
⑶　鳥獣防止柵の修繕・維持管理体制の構築が必要である。
⑷　当地区の主要作物である水稲の価格低迷が新たな担い手の育成を阻害する要因にもなっている為、儲かる
農業への確立（新規作物の導入）が急務である。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

⑴　当地区は地区内の耕地面積の４９％を占める８７ha程が中山間地域等直接支払交付金制度の対象農用地と
なっていることから、集落戦略等を活用して、定期的な話し合い活動を行うこととし、これまでと同様、中心経営体
である認定農業者１１経営体への農地集積を図るほか、入作を希望する農業者の受入れを促進する。
⑵　中心経営体への農地集積を円滑に行えるように、生産条件の改善等を促進する。

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

（備考）

１７６．６ｈａ

１２８．２ｈａ

６．５ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７５才以上の農業者の耕作面積の合計 ３６．８ｈａ

市町村名

薩摩川内市

３０．７ｈａ

直近の更新年月日

令和2年12月21日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

藺牟田地区


